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「療養病床から転換した介護老人保健施設」における  

現実的な看護配置の検証  

看護職員シフトに関する検証  

01日の看護業務量： 53．8人時間について、夜勤時間帯に必要看護業務量を確保し   

ながら看護職員シフトを組むと、下記のような設定となる。  

0   1   2  3  4  5  6  7  8  9  －0  －－  12  －3  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

△早出：1人  

◇遅出：1人  

●夜勤：1人  

人数   白早め業務量   夜勤時間帯の業務量   

△早出（6：00～13：00）   1人   1人 ×4時間＝  4人時間  1人 ×3時間＝   3人時間   

◇遅出（14：00～21：00）   1人   1人 ×3時間＝  3人時間  1人 ×4時間＝   4人時間   

●夜勤（17：00～9：00）   1人  1人 ×16時間＝16人時間   

◎日勤（9：00～17：00）   3人   3人 ×8時間＝ 24人時間  

合計  31人時間   23人時間  



2 病院  
①税法上の病院建物（鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コングノート造）の耐用年数は39年。  
②鉄筋コンクリート造の病棟建築の新築から建て替えに至る平均期間は31．0年。  

※ 四病協（日本病院協会、日本精神科病院協会、日本医療法人協会、全日本病院協会）及び日本医師会が  
2004年に7，710病院を対象に行った調査（有効回答2，657）によれば、RC造の病棟建築は、新築から建て替  

えに至る平均期間は31．0年。  

③改修を行った病棟は、改修を行わない病棟よりも10年程度寿命が長く、概ね建築後迎   
室で改修を行っている。  

※（出典）「病院建築のライフスパンに関する調査研究報告書」（1995年3月社団法人日本医療福祉建築協会）  

旦課題   

療養病床を有する医療機関は、平成12年前後に建築された施設が多く、このような比   

較的新しい施設は、平成24年3月末には、改修の時期を迎えていないと考えられる。   



4 対応方針  

（u従来カヽら講じてきた提置   

○腐 話室の面積を含めて算定する  

※ 平成12年の医療法改正前の療養型病床群を平成18年3月31日までに介護老人保健施設に転換する  

場合、談話室の面積を療養室の面積に含めることができる経過措置が設けられていた。  

→ この措置の結果、約8割（病床数ベース）は基準を満たす。  
※ 平成17年度介護事業経営実態調査の調査対象である病院（294病院）のデータ  

○潮）の延長  
・療養病床の再編成を定めた健保法等の一部改正法の公布日（平成18年6月21  

日）の前日以前に着工された施設については、大規模の修繕又は大規模の模様替   

（建築基準法上の建築確認を必要とするものをいう。）を行うまでの間、平成24年4   

月頗る 

※ 大規模の修繕：建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。  

※ 大規模の模様替：建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。  

※ 大規模の修繕又は大規模の模様替後は、8nてを満たすことが必要。  

・この場合、平成24年4月以降は、8仰平価  

を行うこととする。  

・今後、療養病床から転換した介護老｛保健施設における療養室の面積基準（8  
ポ）の充足状況を把握し、8ポへの移行の促進に努めることとする。   



介護療養病床を有する医療機関（病院）の建築年次推移（施設数）  

（出典 平成17年介護事業経営実態調査（有効回答数＝294施設を集計対象としている））  
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療養室の面積について（医療療養病床の場合・イメージ）  
※病床数は、平成17年介護事業経営実態調査の調査対象である病院（258施設）を対象に推計した数。  

※ 割合は、病床数ベース  
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療養室の面積について（介護療養病床の場合・イメージ）  
※病床数は、平成17年介護事業経営実態調査の調査対象である病院（294施設）を対象に推計した数0  
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介護事業運営の適正化の全体像（概要）   

介護サービス事業者の不正事案の再発防止、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の体制整備の義務付け、  

事業者の本部等に対する国等の立入調査・命令権の創設、処分逃れ対策など法令遵守の徹底と事業者規制の強化を行う。  

（業務中の管理体制）→ （監査指導時）  →（監査中の事業廃止等）→（指定・更新時）→（廃止時のサービス確保）  

不正事業者による処  

分逃れ  

○監査中の廃止届により   
処分ができない  

○同一法人グループへの   

譲渡に制限がない  

「一律」連座制の問題  

○組織的な不正行為の有無   

に関わらず一律連座  

○一自治体の指定取消が、   
他の自治体の指定権限を   

過度に制限  

指定・更新  

の欠格事由  

の見直し  

○新たに事業者単位の   

税制として法令遵守   
を含めた業務管理佐  

○不正行為への組織的   

な関与が疑われる場   

合は、国、都道府県   
市町村の事業者の本   
部等への立入調査権   
等を創設   

○業務管理体制に問題   

がある場合は、国、   

都道府県、市町村に   
に対する   

是正勧告・命令権を   

よる事業者  

創設  

○事業所の廃止届を事   
後届出制から事前届   

出剋へ。また、監査   
中の廃止届に一定の   

制限を課す   

○指定取消を受けた事   
業者が同一法人グル   

ープ内で事業移行す   

る場合、一定の制限   

を課す  

○いわゆる連座制の仕   

組みは維持し、杢重   
行為への組織的な関   

与の有無を確認し、   

○事業廃止時のサービ   

ス確保に係る事業者   
旦責務を明確化  

○その際、事業者の規   

模等に応じた義務と   

する  

の可否を判塵   

○広域的な事業者の場   

合は、国、都道府県、   
市町村が十分な情報  

下に対応  

「介護事業運営の適正化に関する有識者会議報告書」より   




